
 

埼玉県建設工事遠隔検査試行要領 

 

（目 的） 

第１条 本要領は、埼玉県県土整備部、都市整備部が発注する工事（営繕工事は除く）につ

いて、埼玉県土木工事検査要綱に基づく検査をＷｅｂ会議システム等により実施する場合

に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本試行要領における用語を以下の各号のとおり定める。 

 一 検査員 

   埼玉県土木工事検査要綱第２条第１号、第２号に定める検査員をいう。 

 二 検査 

   埼玉県土木工事検査要綱第２条第３号、第４号、第５号の各号に定める検査をいう。 

 三 監督員等 

   埼玉県土木工事監督要綱第２条に定める総括監督員及び監督員をいう。 

 四 Ｗｅｂ会議システム等 

  インターネットを介して、遠隔地にいる相手とリアルタイムで映像や音声、資料等の

共有を行うツールの総称（Ｔｅａｍｓ、情報共有システムの遠隔臨場オプション等）を

いう。 

 五 遠隔検査 

  Ｗｅｂ会議システム等を用いた検査をいう。なお、検査実施に係る関係者の一部がＷ

ｅｂ会議システム等を用いて検査を行うことも可能である。 

 六 工事 

  埼玉県県土整備部、都市整備部が発注する工事のうち営繕工事を除く工事をいう。な

お、雑草刈払業務、排水機場点検業務等の土木施設維持管理業務委託に適用することが

できる。 

 

（適用の範囲） 

第３条 本要領は、工事の中間検査における書類検査に適用することができる。実施にあた

っては、契約後に受発注者間で協議を行い、合意を得た工事について実施する。 

２ 発注者は、「埼玉県建設ＤＸ関係特記仕様書記載例」を参考に、特記仕様書へ記載す

ること。 

３ 第１項の定めに関わらず、工事の受注者が中間検査及び既成部払検査を円滑に実施した

実績があり、かつ受発注者間で協議を行い合意を得た場合は、既成部払検査又は完成検査

における書類検査を遠隔検査にて実施することができる。 

４ 遠隔検査を実施する場合は、工事記録で報告すること。 

５ 埼玉県土木工事監督要綱第４０条及び第４１条の工場検査は対象外とする。工場検査

は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領」に基づき実施する。 



 

 

（事前準備） 

第４条 遠隔検査を実施する場合、工事記録に遠隔検査の実施の旨及び以下の各号が記載さ

れていること。ただし「建設工事の遠隔臨場実施要領」に基づき遠隔臨場を実施し、同要

領「１．３工事記録」に基づいて工事記録またはその添付書類（変更施工計画書等）に以

下の各号が記載されている場合、改めての記載は必要ない。 

 一 業務以外での利用を行わないこと。 

 二 発注者の埼玉県がホストとなること。 

 三 受注者の接続回線にフリーＷｉ－Ｆｉを用いないこと。 

四 使用する端末は、ＯＳのセキュリティパッチやソフトウェアアップデートが最新であ

る等、情報セキュリティが確保されていること。 

五 画面や音声が関係者以外の目や耳に触れない場所で利用すること。 

六 発注者のミーティングルームには、業務計画書に記載された者以外接続させないこ

と。 

七 その他、利用に際しては事前に受発注者で確認を行うこと。 

２ 検査に先立ち、以下の各号を満たしていること。 

一 検査員に遠隔検査の実施が通知されていること。通知の方法は問わない。 

二 検査に必要な成果品データ及び紙成果品及び試験片等が検査員及び監督員等に事前に

共有されていること。電子データの共有の方法は検査員及び監督員等が各自の端末から

電子データを直接閲覧可能な状態であれば、ファイルの送受信又は情報共有システム上

での共有する等、方法を問わない。ただし、Ｗｅｂ会議システム等による画面共有は事

前共有に含めない。 

三 検査に必要な通信環境及びＷｅｂ会議システム並びに情報共有システムのユーザーＩ

Ｄ（情報共有システムを利用する場合）及び検査員の端末等が準備され、接続が確認さ

れていること。 

四 設計書、入札関係書類、予定価格調書、契約書等の履行の確認に必要な書類を遠隔検

査で確認する場合は、全庁共有ストレージまたは電子メールを用いて検査員及び監督員

等の間で共有すること。 

 

（遠隔検査の実施） 

第５条 遠隔検査の実施にあたり、監督員等がＷｅｂ会議システム等を主催する。ただし、

情報共有システムの遠隔臨場オプション機能を利用する場合は受注者が主催することがで

きる。 

 ２ 監督員等は受注者の接続確認、画面共有機能の確認、カメラの確認を行う。 

 ３ 受注者は検査員にＷｅｂ会議システム等の画面共有機能を用いて書類を表示し、説明

を行う。 

 

（遠隔検査の費用） 



 

第６条 遠隔検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積

上げ計上する。なお、管理費区分は「全ての間接費の対象にしない場合」として計上す

ること。機器費用の考え方、費用の対象は埼玉県県土整備部・都市整備部「建設現場の

遠隔臨場に関する実施要領」の「5 費用算出方法」に準ずる。 

２ 遠隔検査の実施にあたっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上するこ

と。なお、費用の計上は、受注者から見積を徴収し対応すること。ただし、遠隔検査の

実施にのみ遠隔臨場オプション契約を締結する場合には、Ｗｅｂ会議システムの利用を

検討する等、適切な費用を積上げることに留意すること。 

３ 別途、段階確認等で遠隔臨場を実施している際には、遠隔検査を行うために追加で要

する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとし、機器貸与期間等の積上げには留

意すること。 

 

（その他） 

第７条 今後の適正な取組みに資するため、受注者及び発注者等を対象としたアンケート

調査等の依頼があった場合は対応すること。 

２ 電波状況等により遠隔検査が中断された場合の対応について、事前に受注者、監督員

等で協議を行うこと。特に年度末検査等の再検査が困難になる恐れがある場合は、検査

員との事前調整を行い、検査日程の変更を検討すること。 

 

（定めのない事項） 

第８条 本要領に定めがない事項に関しては、「遠隔臨場による工事検査に関する監督・

検査実施要領（案）」（国土交通省）を準用するほか、受注者及び監督員等並びに検査

員及び監督員等の協議により定めるものとする。 

 

附則 

１ この要領は令和６年１０月１日以降に公告する工事に適用する。 

２ 前項の規定に関わらず、令和６年９月３０日までに公告したものについては、受発注

者間で協議を行い、合意を得た場合、適用することができる。 

 

附則 

１ この要領は令和７年４月１日以降に公告する工事に適用する。 

２ 前項の規定に関わらず、令和７年３月３１日までに公告したものについては、受発注

者間で協議を行い、合意を得た場合、適用することができる。 

 


